
盛土規制法に係る
事業者向け説明会

東部会場：令和７年１月27日（月）午後２時から４時まで
中部会場：　　　〃　　29日（水）午後２時から４時まで
西部会場：　　　〃　　31日（金）午後２時から４時まで

静岡県くらし・環境部環境局盛土対策課
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〈本日の説明内容〉
　①盛土規制法の概要（15分）
　②技術的基準　　　（45分）
　③許可申請の手続き（35分）
　④盛土環境条例　　（10分）

　※質疑事項は、本日の最後にご案内する
　　問合せフォームからお送りください。
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①盛土規制法の概要

3



１　主な資料のご案内

　盛土規制法の許可申請を行うに当たって、必要な事項を説明する資料

①盛土規制法の概要
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申請の手引き　           住民周知措置実施ガイドライン　

パンフレット「静岡県の盛土規制」　　解説動画（Youtube）



①盛土規制法の概要
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１　主な資料のご案内

　許可申請を行うに当たって必要となる、住民への周知を説明する資料

申請の手引き　           住民周知措置実施ガイドライン 

パンフレット「静岡県の盛土規制」　　解説動画（Youtube）



①盛土規制法の概要
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１　主な資料のご案内

　盛土規制法の全体像を分かりやすく説明するためのパンフレット

申請の手引き　           住民周知措置実施ガイドライン　

パンフレット「静岡県の盛土規制」　　解説動画（Youtube）



①盛土規制法の概要
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１　主な資料のご案内

限定公開のため、
静岡県盛土対策課の
ウェブサイトから
ご覧ください。

　盛土規制法の全体像を分かりやすく説明するための解説動画

申請の手引き　           住民周知措置実施ガイドライン　

パンフレット「静岡県の盛土規制」　　解説動画（Youtube）



２　法改正の経緯等

・熱海市での土石流災害を受け、宅地造成等規制法が盛土規制法へ改正
・盛土規制法では、「災害の防止」を目的として規制
・静岡県では、令和７年５月26日から規制開始（静岡市・浜松市除く）

8

人的被害 

死者 
負傷者 計 

重傷 軽傷 　 

28人 １人 ３人 32人 

    

 住宅被害  

全壊 半壊 
一部
損壊 

計 

53棟 11棟 34棟 98棟 

＜被害の状況＞ ＜被災地の状況＞

①盛土規制法の概要



３　盛土規制法のポイント
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①盛土規制法の概要
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責任の所在の
明確化

盛土規制法

盛土等の
安全性の確保

02

スキマのない
規制

01 04

実効性のある
罰則の措置



４　規制対象となる行為
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①盛土規制法の概要

①盛土で高さが１ｍ超
 の崖を生ずるもの

②切土で高さが２ｍ超
 の崖を生ずるもの

③盛土と切土を同時に行い、
 高さが２ｍ超の崖を生ず
 るもの（①②を除く）

④盛土で高さが２ｍ超
 となるもの
 （①③を除く）

⑤盛土又は切土をする
 土地の面積が500㎡超
 となるもの
 （①②③④を除く）

宅地造成・特定盛土等（土地の形質変更）　・　土石の堆積

「崖」とは、
地表面が水平面に
対し、角度が30度
を超える土地



４　規制対象となる行為
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①盛土規制法の概要

宅地造成・特定盛土等（土地の形質変更）　・　土石の堆積

⑥最大時に堆積する高さが２ｍ超と
 なるもの

⑦最大時に堆積する面積が500㎡超と
 なるもの（⑥を除く）

一時的な土石の積み重ねであり、
計画期間後に土石を除却するものが該当します。



５　規制区域

・規制の対象となる区域のこと
・静岡県全域（政令市除く）を、規制区域として指定
・区域は２種類あるが、結果的にいずれの区域でも同じ規制内容
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①盛土規制法の概要

宅地造成等工事規制区域

特定盛土等規制区域

＜静岡県の区域図＞

　　　宅地造成等工事規制区域

　　　特定盛土等規制区域

宅地

森林

農地

※静岡市・浜松市は、各市が指定



６　許可・届出の手続き
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①盛土規制法の概要

・規制対象や許可対象の関係は以下のとおり
・その他、「擁壁等の除却」や「公共施設用地の転用」も届出が必要

規制対象

許可対象

R7.5.26以降に
着手する工事

届出対象

R7.5.25までに
着手済の工事

（R7.6.16まで
に届出が必要）

※ 規制対象であれば、許可や届出が不要であっても、
　 災害防止措置の勧告や改善命令の対象となり得る。　

規制対象外

・土地の形質維持
・公共施設用地
　での工事

ほか

許可等不要

ｐ

みなし許可

R7.5.26以降の
開発許可 ほか

政令・省令に定める「災害の発生の
おそれがないと認められる工事」

・採石法の認可
・廃棄物処理業
 の許可　ほか



６　許可・届出の手続き
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①盛土規制法の概要

許可申請不要 R7.6.16までに届出 許可申請必要

工事の許可取得の状況は

政令・省令で定める「災害の発生のおそれ
がないと認められる工事」に該当するか

開発許可取得
(都市計画法第29条
第１項又は第２項)

旧法許可取得
（改正前の宅地造成等

規制法）

開発許可の取得が
R7.5.26以降か

旧法の規制区域内
の工事か

工事着手が
R7.5.25以前か

規制対象行為に該当するか

どちらの許可
も取得なし

・規制区域内で行われる行為の手続き判別フロー（公共施設用地除く）

は　い
いいえ



６　許可・届出の手続き

・盛土規制法の許可を取得して行う工事のイメージは以下のとおり。
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①盛土規制法の概要

完了検査

工事完了

定期報告
（３か月ごと）

中間検査
（特定工程後）

着手届

工事着手

完
了

審査・許可

施
行
中

許可申請

住民への周知 地権者等の同意

事業計画作成

手
続

準
備

＜注意＞
盛土規制法の手続きと
は別に、盛土環境条例
の手続きが必要となる
場合があります。

一定規模以上の場合、
以下の対象となる場合
があります。

＜定期報告＞
工事の進捗や防災措置
の状況を報告

＜中間検査＞
「特定工程」が適切に
施工されたかを検査



７　監督処分

・法令に違反した場合は、重い監督処分の対象となる。
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①盛土規制法の概要

・許可の不正取得
・許可条件に違反する工事

・無許可工事、許可条件に違反
する工事

・技術的基準への不適合
・中間検査の未申請

・無許可工事
・完了検査、土石の除去の完了

確認の未実施
・中間検査の未申請

許可取消し

工事の施行停止
災害防止措置

土地の使用禁止・制限
災害防止措置



８　土地の保全等

・土地の所有者等は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地
　を常時安全な状態に維持しなければならない。
・災害防止に必要な場合、県からの措置に関する勧告等の対象になる。
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①盛土規制法の概要

擁壁の割れ

規制区域の指定前に行われた盛土等も
勧告・改善命令の対象になります！

＜勧告の対象者＞
・土地の所有者
・土地の管理者
・土地の占有者
・工事主又は工事施行者

＜その他の例＞

水抜き管の埋塞盛土の割れ



９　罰則

・法令に違反した場合は、重い罰則の対象となる。
・法人の場合、最大で３億円の重課が課せられる。
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①盛土規制法の概要

無許可工事・許可の不正取得

措置命令への違反

技術的基準への違反

３年以下の懲役
又は

1,000万円以下の罰金

中間検査・完了検査での違反

定期報告での違反

その他（改善命令に従わない等）

１年以下の懲役
又は

300万円以下の罰金

主な罰則


